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林野火災注意報・林野火災警報の運用について 

～令和８年１月１日（木）から運用開始～ 

 

 

令和７年１２月２３日 

京 丹 後 市 消 防 本 部  

 

令和８年１月１日から林野火災注意報と林野火災警報の運用が始まります。  

運用開始の背景は、令和 7 年 2 月 26 日に発生した岩手県大船渡市の林野火

災を受けて、火災予防条例の一部改正を行い林野火災注意報及び林野火災警報

を的確に発令することで、林野火災予防の実効性を高めることを目的とします。 

 

１ 林野火災注意報 

 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合には、林野火災注意  

報を発令します。発令中は、屋外での「火の使用の制限」は、努力義務とな 

ります。 

 

２ 林野火災警報 

林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には、林野火災警報を発令

します。発令中は、屋外での「火の使用の制限」は義務となります。 

 

３ 周知方法について 

（１） 防災行政無線による広報 

（２） 消防車両での広報 

（３） 消防本部 HP 等に掲載 

 

４ 林野火災警報が発令された場合は、関係機関（京丹後警察、報道機関、丹

後広域振興局）に連絡します。 

              

５ その他 

詳細は別紙、補足資料を参照してください。   

【お問合せ先】 

京丹後市消防本部 予防課 浅田 

（電 話 ０７７２－６２－５１１９） 

（F A X ０７７２―６２－６１１９） 






